
秋田県　五城目町

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

引上げ分の
地方消費税収
（社会保障
財源化分）

その他

社 会 福 祉 事 業 123,201 42,318 7,039 73,844

障 害 者 福 祉 事 業 269,620 196,294 6,381 66,945

高 齢 者 福 祉 事 業 71,800 1,078 8,007 5,458 57,257

児 童 福 祉 事 業 303,657 223,493 75 6,970 73,119

母 子 福 祉 事 業 10,126 86 874 9,166

小　　　　　計 778,404 463,269 8,082 26,722 280,331

介 護 保 険 事 業 291,727 24,861 23,225 243,641

国民健康保険事業 78,462 38,064 3,516 36,882

後期高齢者医療事業 201,633 33,866 14,601 153,166

小　　　　　計 571,822 96,791 41,342 433,689

疾病予防対策事業 64,281 5,958 18,381 3,476 36,466

健康増進対策事業 4,925 578 254 356 3,737

病 院 対 策 事 業 23,923 2,082 21,841

小　　　　　計 93,129 6,536 18,635 5,914 62,044

1,443,355 566,596 26,717 73,978 776,064

 ※地方消費税交付金の社会保障費財源化相当額は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分しています。

令和２年度
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【地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費】

　（歳出）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　　平成２６年４月１日から消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分は

　社会保障費に充当し、その使途を明示することになりました。

　　令和２年度五城目町一般会計当初予算における社会保障費への充当状況は下表のとおりです。

   地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費

   地方消費税交付金（社会保障財源化分） 73,978 千円

1,443,355 千円

　（歳入）

合　　　　　　　　計

一　般　財　源特　　定　　財　　源

財　　　　源　　　　内　　　　訳


